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◇
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙 

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
は
、
バ
イ
デ
ン
候
補
が
勝
利
宣
言
を
行

い
ま
し
た
。
今
後
、
各
州
の
選
挙
確
定
、
１２
月
１４
日
の
選
挙
人

団
の
投
票
・
年
明
け
開
票
、
１
月
２０
日
の
就
任
式
へ
と
続
き
ま
す
。

安
全
保
障
、
経
済
を
考
え
る
と
日
本
に
と
っ
て
日
米
関
係
は
重
要

な
も
の
で
あ
り
、
今
後
と
も
緊
密
な
関
係
が
続
く
こ
と
が
大
切
と

考
え
ま
す
。 

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１９
）
感
染
状
況
は 

 

１１
月
９
日
現
在
、
新
規
感
染
者
が
北
海
道
で
２
０
０
人
、
東
京

都
で
１
５
７
人
、
大
阪
府
で
７
８
人
、
愛
知
県
で
５
７
人
な
ど
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
政
府
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
分
科
会
の
尾
身
茂
会
長
が
９
日
夜
に
会
見
を
行
い
、「
見

つ
か
り
に
く
い
ク
ラ
ス
タ
ー
」
へ
の
対
策
強
化
、
若
い
世
代
向
け
情

報
発
信
の
工
夫
、
都
市
部
以
外
で
も
接
待
を
伴
う
飲
食
店
で
の
ク

ラ
ス
タ
ー
事
案
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
検
査
相
談
体
制

の
拡
充
の
必
要
性
も
指
摘
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
厚
生
労
働
省

Ｗ
Ｅ
Ｂ
よ
り
） 

 

一
方
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
の
状
況
を
み
る
と
、
今
年
の
44

週(

10
月
26
日
～
11
月
１
日)

で
は
、
全
国
総
数
で
３２
件
（
昨
年

同
期
総
数
４
６
８
２
件
）
の
報
告
と
な
っ
て
お
り
（
厚
生
労
働
省

Ｗ
Ｅ
Ｂ
よ
り
）、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
は
、
大
幅
に
低
い
状
況

と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
な
冬
を
迎
え
る

こ
と
、
さ
ら
に
、
今
年
初
頭
で
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
の
混
合

感
染
が
判
明
し
た
と
の
指
摘
も
あ
り
引
続
き
の
注
意
が
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。 

 

特
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
は
、
感

染
ピ
ー
ク
に
お
い
て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
発
症
後
（
潜
伏
期
１

～
４
日
）、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
１９
は
発
症
前
（
潜
伏
期
２
～
１４
日
）
と

も
い
わ
れ
て
お
り
、
高
い
感
染
力
と
基
礎
疾
患
が
あ
る
人
の
重
症

化
の
危
険
性
に
も
注
意
が
必
要
と
考
え
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
開
発
の
動
向
が
気
に
な
る

と
こ
ろ
で
す
。
報
道
な
ど
で
は
、
開
発
の
進
展
状
況
が
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い

て
は
、「
予
防
接
種
法
」
の
改
正
案
が
１１
月
１０
日
に
国
会
審
議
入

り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
１０
月
２３
日
付
で
厚
生
労
働
省
か
ら
接
種

体
制
の
確
保
に
つ
い
て
各
自
治
体
に
連
絡
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
体
制
整
備
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く

の
か
確
認
し
て
お
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

こ
の
他
、
的
確
な
情
報
把
握
の
た
め
、
厚
生
労
働
省
、
都
道
府

県
な
ど
、
ま
た
一
般
社
団
法
人
日
本
感
染
症
学
会
、
一
般
社
団
日

本
呼
吸
器
学
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
小
児
科
学
会
な
ど
の
一
般

向
け
情
報
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

◇
令
和
３
年
度
に
向
け
て 

 

９
月
２９
日
に
開
催
さ
れ
た
地
方
財
政
審
議
会
の
中
で
示
さ
れ



た
、
「
令
和
３
年
度
の
地
方
財
政
へ
の
対
応
等
に
向
け
た
課
題
の

整
理
」
の
中
で
は
、
「
今
回
の
感
染
症
拡
大
で
顕
在
化
し
た
課
題

を
克
服
し
、
「
新
た
な
日
常
」
の
構
築
を
通
じ
た
質
の
高
い
経
済

社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
に
は
、
自

治
体
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
、
東
京
一

極
集
中
の
是
正
に
向
け
た
地
方
創
生
や
地
方
へ
の
人
の
流
れ
の
創

出
の
推
進
の
ほ
か
、
近
年
の
相
次
ぐ
自
然
災
害
を
踏
ま
え
た
防

災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
推
進
な
ど
、
様
々
な
重
要
課
題
に
対

応
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
特
に
留
意
す
べ
き
個
別
項
目
と
し
て
、
本
年
度
の
地

方
税
収
の
減
少
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て
、
一
般
財
源
総
額
の

確
保
等
に
つ
い
て
、
次
世
代
型
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
に
つ
い
て
、

防
災
・
減
災
対
策
に
つ
い
て
、
公
立
病
院
改
革
に
つ
い
て
の
５
項

目
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
「
以
下
に
記
載
し
て
い
な
い

事
項
も
含
め
、
国
の
予
算
編
成
の
動
向
や
地
方
財
政
の
状
況
を
踏

ま
え
、
今
後
、
更
な
る
審
議
を
行
い
、
年
末
を
目
途
に
意
見
を
と

り
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

財
源
確
保
の
課
題
に
関
し
て
は
、
減
収
補
填
債
や
地
方
債
資
金

に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
国
で
は
第
三
次
補
正
予

算
も
含
め
て
令
和
３
年
度
予
算
編
成
が
本
格
化
し
て
い
き
ま
す
。 

各
自
治
体
で
は
、
令
和
３
年
度
予
算
編
成
の
方
針
が
示
さ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
税
収
な
ど
歳
入
見
通
し
な
ど
や
国
の
予
算
編

成
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
ま
す
。 

◇
行
政
課
題
と
施
策
展
開
は 

高
齢
化
、
少
子
化
、
そ
し
て
人
口
減
少
が
進
行
し
て
い
く
中
に

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
で
の
行
政
施
策
の
展
開
、
あ
る
い

は
、
課
題
の
把
握
と
対
応
を
進
め
る
上
で
、
行
財
政
事
務
・
運
営

で
の
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
取
組
が
挙
げ

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
分
野
で
は
、
各
自
治
体
で
は
取
組
を

進
め
て
き
て
い
る
状
況
か
と
思
い
ま
す
。 

総
務
省
で
は
、「
総
務
省
で
は
、
各
自
治
体
が
、
標
準
化
さ
れ
た

シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
し
た
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
や
関
連
業
務

も
含
め
た
シ
ス
テ
ム
最
適
化
、
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
な
ど
に
、

全
庁
的
な
推
進
体
制
を
確
立
し
て
計
画
的
に
取
り
組
む
方
策
を
検

討
す
る
た
め
」
と
し
て
、「
地
方
自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ

ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
に
係
る
検
討
会
」
を
開
催
し
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。情
報
シ
ス
テ
ム
へ
の
取
組
を
進
め
て
い
く
上
で
、

検
討
会
の
動
き
を
見
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
、
地
方
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
中
で
、「
地
方
公
共
団
体

の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
制
化
に
つ
い
て
（
素

案
）」
と
し
て
、
➀
対
象
と
な
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
範
囲
、
②
国
に

よ
る
基
本
方
針
、
③
情
報
シ
ス
テ
ム
の
基
準
の
策
定
、
④
基
準
に

適
合
情
報
シ
ス
テ
ム
の
利
用
、
⑤
そ
の
他
の
措
置
が
、
ま
た
、
標

準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
ま
で
の
工
程
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
さ
ら
に
、
各
自
治
体
の
計
画
的
な
取
組
の
必
要
性
と
し
て
、
各

自
治
体
に
お
け
る
取
組
と
国
の
支
援
策
を
内
容
と
す
る
「
自
治
体

Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
（
仮
称
）」
を
年
内
に
策
定
予
定
と
い
う
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。 


